
台風シーズン到来！

はい

はい

　　避難行動判定フロー

ハザードマップ※１で
自分の家がどこに
あるか確認し、印を
つけてみましょう。

家がある場所に色が
塗られていますか？

ご自身または一緒に避難する方は
避難に時間がかかりますか？　　

警戒レベル３ 
「高齢者等避難」が

出たら、安全な
親戚や知人宅に
避難しましょう

（日頃から相談しておきましょう）

警戒レベル４ 
「避難指示」が出たら、
安全な親戚や知人宅に

避難しましょう
（日頃から相談しておきましょう）

警戒レベル３ 
「高齢者等避難」が

出たら、市が
指定している

指定緊急避難場所に
避難しましょう

警戒レベル４ 
「避難指示」が出たら、

市が指定している
指定緊急避難場所に

避難しましょう

安全な場所に
住んでいて

身を寄せられる
親戚や知人は
いますか？

安全な場所に
住んでいて

身を寄せられる
親戚や知人は
いますか？

あなたが　とるべき避難行動は？
※１�　ハザードマップは浸水や土砂

災害が発生する恐れの高い区域
を着色した地図です。着色され
ていない所でも災害が起こる可
能性があります。�
　また、ハザード
マップは市公式
サイト内でダウン
ロードできます。

色が塗られていなくても、周りと比べて低
い土地や崖のそばなどにお住まいの方は、
市からの避難情報を参考に必要に応じて避
難してください。

※２　浸水の危険があっても、
① 洪水により家屋が倒壊または崩落して 

しまう恐れの高い区域の外側である
② 浸水する深さよりも高い所にいる
③ 浸水しても水が引くまで我慢できる、 

水・食糧などの備えが十分にある 
場合は屋内安全確保（自宅にとどまり 
安全確保をすること）も可能です。

災害の危険が
あるので、

原則として※2 　、
立退き避難

（自宅の外に避難）が
必要です。
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例外

必ず

取り組みましょう
　
７
月
に
入
り
、
こ
れ
か
ら
台
風
・
豪
雨
の

多
い
季
節
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
気
象
状

況
に
よ
っ
て
は
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
る

場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
い
ざ
と
い
う
と

き
に
落
ち
着
い
て
行
動
で
き
る
よ
う
、
日

頃
か
ら
と
る
べ
き
避
難
行
動
を
確
認
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

　内閣府は、風水害などの災害時に自治体から発令され、住民の行動の目安となる「避難
情報」を明記した「避難勧告等に関するガイドライン」を改定し、５月20日より施行しま
した。今回改定したガイドラインは、従来の避難情報を「より分かりやすくし、避難を促す」
ように改訂されています。避難情報が発表されたらすぐに行動できるようにしましょう。

変更点
・ 警戒レベル５「災害発生情報」→「緊急安全確保」に変更（直ちに命を守る行動を）

・ 警戒レベル４「避難指示（緊急）／避難勧告」を廃止→「避難指示」に一本化（危険な場所から全員避難）

・ 警戒レベル３「避難準備・高齢者等避難開始」→「高齢者等避難」に変更 
（危険な場所から高齢者などは避難）

災害時に発令される避難情報が変わりました

発令される避難情報一覧

警戒レベル３や４が出たら、危険な場所から避難しましょう

「避難」とは「難」を「避」けることです
安全な場所にいる人は、避難場所に行く必要はありません

避難先は小中学校・公民館だけではありません
安全な親戚・知人宅やホテル・旅館に避難することも考えてみましょう

警戒レベル 行動を促す情報 住民がとるべき行動

緊急安全確保 命の危険
直ちに安全確保！

≪警戒レベル４までに必ず避難！≫
避難指示
（串間市） 危険な場所から全員避難

高齢者等避難
（串間市）

危険な場所から
高齢者などは避難

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁） 自らの避難行動を確認

早期注意情報
（気象庁） 災害への心構えを高める
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　大雨や台風による土砂災害や洪水災害が予想される場合は、防災行政
無線によるサイレンを使用して、避難の呼びかけを行います。
　避難を発令するときには、同無線、携帯電話エリアメール、テレビ、
ラジオを活用した L アラート、広報車など多数の手段を使って呼びかけ
を行います。
　情報収集の手段・方法を確認しておきましょう。

　　　　　　　　　　　吹鳴（30秒）→アナウンス広報

・警戒レベル３（高齢者等避難）　　・警戒レベル４（避難指示）

サイレンパターン

サイレンを使用する場合

緊急時には防災行政無線でお知らせします

避
難
行
動
の
確
認

　
内
閣
府
は
、
災
害
の
状
況
に
応
じ
た
避
難
行
動
に
つ
い
て
の
指
針

「
避
難
行
動
判
定
フ
ロ
ー
」
を
定
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
と
あ
わ
せ
て
確
認
す
る
こ
と
で
、
今
住
ん
で
い
る
地
域
の
災

害
リ
ス
ク
や
住
宅
の
条
件
な
ど
か
ら
、
と
る
べ
き
行
動
や
適
切
な
避

難
先
を
判
断
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
す
。

　
万
が
一
に
備
え
て
、
自
宅
の
災
害
リ
ス
ク
と
と
る
べ
き
避
難
行
動

を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

災
害
時�

の
と
る
べ
き
避
難
行
動
を�

確
認
し
ま
し
ょ
う
！

　 危機管理課危機管理係　☎ 55 −1120問7  Kushima City Public Relations, 2021.7, Japan 広報 くしま 　2021 年 7 月号  6


